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伊佐市新庁舎建設基本構想（案）に対する 
意見公募（パブリックコメント手続）の結果について 

 
 平成20年11月１日に旧大口市と旧菱刈町が合併し、伊佐市が誕生しました。合併前に伊佐
地区合併協議会において策定した「合併市町村基本計画（新市まちづくり計画）」では、庁
舎整備の基本的な考え方について、合併時は新庁舎を建設せず総合支所方式とすることとし、
また新市において新庁舎の建設若しくは改修の是非を検討すると定めています。 
 合併後10年を経過し、現庁舎の状況や庁舎が果たす機能・サービスを考慮すると、①施設
の老朽化、②防災拠点としての安全性、③行政サービスの機能性と効率性の３つの要因から、
新庁舎建設について検討しなければならない時期にあると判断しました。 
 そこで、昨年３月から、学識経験者や公共的団体等の代表者等で構成する「伊佐市新庁舎
建設検討委員会」において、新庁舎建設の必要性並びに新庁舎の機能、規模及び建設候補地
を審議していただき、11月８日に伊佐市新庁舎建設基本構想及び伊佐市新庁舎建設候補地に

ついて答申を受けました。 
 市では、この答申を踏まえ、新庁舎建設の基本的な方針とその内容をまとめた「伊佐市新
庁舎建設基本構想（案）」を作成し、構想案や新庁舎建設に対する市民の皆様のご意見等を
伺う意見公募（パブリックコメント手続）を実施しました。 
 その結果、市民の皆様から19通（77件）のご意見をいただきました。それらのご意見と市
の考え方は下記のとおりです。 
 なお、提出いただいたご意見は、その趣旨を損なわない程度に要約して掲載しました。庁
舎建設とは直接関係がないものについては、今後の参考にさせていただきます。 
 
 
１ 結果概要 

 (1) 募集方法等 

募集期間 
平成30年12月４日（火）から平成31年１月10日（木）まで 
（38日間） 

意見提出方法 郵送、ＦＡＸ、メール又は持参 

構想案の公表 
場所 

財政課、市民課（大口庁舎）、地域総務課（菱刈庁舎）、 
大口ふれあいセンター窓口、まごし館窓口、市ホームページ 

 
 (2) 提出数、提出方法、意見数 

提出数 19通（郵送１通、ＦＡＸ１通、メール10通、持参７通） 

意見数 77件 

 

 (3) 項目別の意見数 
Ⅰ 新庁舎建設の基本的な考え方 

  １ はじめに 1 件   

  ２ 現庁舎の状況 0 件   

  ３ 現庁舎の課題 1 件   

  ４ 基本方針 9 件   

Ⅱ 新庁舎の規模・配置 

  １ 新庁舎の規模 4 件   

  ２ 計画地の検討 19 件   

Ⅲ 新庁舎の機能 

  １ 新庁舎に導入する機能とその考え方 12 件   

  ２ 新庁舎の構造の検討 6 件   

 

平成31年２月15日 
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Ⅳ 実現化方策の検討 

  １ 概算事業費及び財源等 5 件   

  ２ 事業手法の選定 0 件   

  ３ 事業スケジュール 1 件   

その他のご意見 

Ａ 構想案全体・構想案に付随した要望に関するもの 2 件   

Ｂ 新庁舎建設の検討経過に関するもの 11 件   

Ｃ 新庁舎建設以外に関するもの 6 件   

 
２ いただいたご意見と市の考え方 
Ⅰ 新庁舎建設の基本的な考え方 
 １ はじめに 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

1 1  新庁舎建設について、基本構
想のとおり、施設の老朽化、防
災拠点、行政サービスの機能性
と効率性の面からも建設に賛成
である。 

 現庁舎の状況や庁舎が果たす
機能・サービスを考慮し検討し
た結果、新庁舎を建設すべきで
あると判断しました。事業実施
にあたっては、市民の皆様にご

理解いただけるよう丁寧に進め
ていきます。 

 
 ３ 現庁舎の課題 
 (5) 建設財源の確保 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

2 4  事業費の1/3は国から財政支援
があるということだが、そもそ
も税金だし、無駄使いすること
はないのではないか。いい加減
に終わりにしませんか。無駄な
道路や無駄な建物の建設を。ふ
れあいセンターの前を見て下さ
い。動かない噴水のまわりには
枯れ葉が溜まり、木製ベンチは
朽ち果て、無残な状態ですよ
ね。補修もされず、新庁舎建設

にお金を使うなど愚かしいので
はないか。 

 一般の市債が後年度全て市税
等の自主財源で賄わなければな
らないことに比べると、合併推
進債は元利償還金の40％が地方
交付税において算定され後年度
に措置されるので、将来の市民
負担軽減という点において有利
な財源であるといえます。 
 なお、他自治体の庁舎建設事
例を参考にし、目安として総事
業費を約40億円（庁舎本体の建築

費32.5億円とその他経費（用地関
連費、外構関係・備品類・移転等
に係る経費など））と見込んでい
ますが、標準品、汎用品の積極
的な採用など、最小限のコスト
で建設できるよう進め、将来世
代の負担軽減に努めます。 
 また、計画地をふれあいセン
ター周辺としましたが、ふれあ
いセンター及びふれあいセンタ
ー周辺の効果的・効率的な利

用・管理方法も検討していきま
す。 
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 ４ 基本方針 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

3 5  大口庁舎と菱刈庁舎で分かれ
ていると、用件によっては両庁
舎を行き来することもあり、非
常に不便を感じることもあった
ので、本庁方式は良いと思う。 

 現庁舎が抱える課題（老朽化
と維持管理、安全性と災害対
応、来庁者の利便性、執務空間
の効率性、建設財源の確保、機
能集約の必要性（庁舎の統廃
合））を解決するため、本庁方
式として行政機能を新庁舎に集
約することとしています。 
 なお、計画地をふれあいセン
ター周辺としましたが、伊佐市
新庁舎建設検討委員会答申にあ

る付帯意見に沿うべく、菱刈地
区における行政サービスの著し
い低下を招かないよう、菱刈庁
舎などの既存施設の活用も検討
していきます。 

4 5  庁舎が分散しているため、関
連する用件で２庁舎に行くこと
が多々あり、市民にとっては用
務をこなすのに大変な時間と労
力を費やすことになる。職員に
とっても同様だと思う。執務環

境を整備し、効率の良い業務を
行っていただきたい。 

5 5  本庁方式は、行政サイドから
すると行政機能、人件費、維持
管理の面から良いとは思われる

ものの、住民サイドからすると
サービスの低下につながる懸念
が残る（特に菱刈地区）。市の
面積が広いため、サテライトを
設置したり、窓口や各種証明書
発行などの手続きは、土・日も

利用できるようにしたりするな
ど、住民サービスの利便性向上
にも努めていただきたい。 

6 5  10年前の合併になった経緯を
考えると、統一庁舎のみで総合
支所も支所も設けないというの
では全体の賛同は得られないだ
ろう。 

7 5  市議会議員が視察した自治体
の庁舎はすべて合併後建設さ
れ、総合支所や支所がある。検

討してほしい。 

8 5  検討委員会の答申は、基本構
想案を是とするとともに、建設
位置についての諮問に対する結
果については、付帯決議をつけ
ている。こうした中で、菱刈庁
舎を支所としても残さず廃止す
るという市長の態度は、道義的
にも、今後の伊佐市を市民の団
結した力で発展させるうえでも
間違っていると思う。 
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 (3) 防災、災害対策拠点としての機能を発揮できる庁舎 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

9 5  災害対応型LPガスバルク供給
システムの導入 
燃焼器、給湯…被災時の炊き出
し等（調理、暖房、給湯） 
発電、照明…夜間での照明の確
保を始め、電気が必要な様々な
機器（携帯の充電）を利用する
事が可能（LPガス発電機） 

 具体的な機能については、基
本計画の策定や設計段階におい
て検討していきます。 

 (4) 環境負荷の少ない経済性の高い庁舎 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

10 5  EHP（電気モータヒートポンプ

空調）だけでなく、GHP（ガス
エンジンヒートポンプ空調）の
導入を行い、エネルギーの分散
化、及び建物全体の消費電力の
削減（省エネルギー化） 
GHPは環境性能も高い（エネル
ギー効率が高く、CO2の排出量も
少ない） 

 具体的な機能については、基

本計画の策定や設計段階におい
て検討していきます。 

11 5  維持管理を考えれば外壁面積
が少ない方が有利なので、２庁
舎を建設するより１庁舎を建設

する方が有利である。 

 基本計画の策定や設計にあた
っては、維持管理コストの低減
を図っていきます。 

 
Ⅱ 新庁舎の規模・配置 
 １ 新庁舎の規模 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

12 7  今後も人口が減少していき、

職員数も減少になると思うの
で、必要延床面積もどうなのか
なと懸念される。少しコンパク
トにし、伊佐市を担う若者たち
に負の遺産を少しでも減少でき

たらと思う。 

 新庁舎の延床面積や事業費に

ついては、なるべく抑制できる
よう検討していきます。 

13 7  人口も減少していき、町の規
模も縮小していく中で、総事業
費40億円、延床面積8,000㎡の
建物など、あまりに規模が大き
すぎるのではないか。無駄な箱
物など、絶対に造らないでもら
いたい。どうしても建設するな
らば、組織の見直し、定員適正
化によるスリム化などの行政改
革を行うとのことなので、当

然、新庁舎の規模もコンパクト
にするべきである。 
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14 7  合併推進債が利用できるとい
うだけで、国の基準などにもと

づいて、40億円、8,000㎡の庁
舎が計画されているが、30年後
の人口は１万５千人を割り、50
年後は１万２千人あまりになる
と政府は予想している。その場
合、8000㎡の庁舎が必要かとい
うことだ。4,000㎡位の庁舎を
つくり、現在の菱刈庁舎を活用
できる約30年後まで利用し、30
年後に菱刈庁舎をどうするかを
考えればよいと思う。 

 現庁舎が抱える課題（老朽化
と維持管理、安全性と災害対

応、来庁者の利便性、執務空間
の効率性、建設財源の確保、機
能集約の必要性（庁舎の統廃
合））を解決するため、本庁方
式として行政機能を新庁舎に集
約することとしています。 
 他自治体の庁舎建設事例を参
考にし、目安として総事業費を
約40億円（庁舎本体の建築費32.5
億円とその他経費（用地関連費、
外構関係・備品類・移転等に係る

経費など））と見込んでいます
が、新庁舎の延床面積や事業費
については、なるべく抑制でき
るよう検討していきます。 
 なお、計画地をふれあいセン

ター周辺としましたが、菱刈地
区における行政サービスの著し
い低下を招かないよう、菱刈庁
舎などの既存施設の活用も検討
していきます。 

15 8  来庁者用駐車場は「概ね90

台」を目安としているが、駐車
場の待ち時間の観点から、設計
段階においても可能な限り駐車
スペースの確保を検討願いた
い。 

 来庁者用の駐車場は概ね90台

を目安としつつ、整備にあたっ
ては庁舎等の利用に支障が生じ
ないよう検討していきます。 

 

 ２ 計画地の検討 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

16 9  ふれあいセンター周辺が最適
だと思う。ふれあいセンターは
伊佐市の中心地であり、商店街

等も近く、病院等も近くにあ
り、警察署も近い。平成18年水
害の際も被害は全く無く、災害
にも強い場所だと思う。 

 本計画地は、ふれあいセンタ
ーや元気こころ館が立地し、商
店街や飲食店、商業施設なども

近接しており、生活機能の利便
性が非常に高く、将来にわたっ
て市民交流の中心となり得る立
地であり、持続可能なまちづく
りの拠点としての庁舎整備が期
待できると判断しました。 

17 9  建設場所は、ふれあいセンタ
ー周辺が最適だと思う。伊佐市
の中心地であり、各関係機関、
商店街等も周辺にあり、災害に
も強い場所だと思う。 
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18 9  建設場所はふれあいセンター
が最適ではないかと思う。商店

街、市の中心部に位置すること
に経済上の大きなメリットがあ
る。インフラ整備を考えれば、
人口減少社会を見据え、将来の
コンパクト化を図るべく集落形
成を図るべきである。 

（前ページから続く） 

19 9  防災拠点としての機能・交通
利便性・他の施設との有機的活
用・地域への波及効果・コスト
面と全てで、優れている「ふれ
あいセンター周辺」に建設する

ことに大賛成だ。大型店・商店
街・金融機関・病院・警察と市
民が必要とする関連施設が近く
にあり、商店街に人の流れがで
きて、にぎわいが創出できると
思う。 

20 9  建設場所がふれあいセンター
周辺だと、金融機関や病院、商
店も近くにあるので、利用され
る方にも職員にも便利な場所だ
と思う。 

21 9  新庁舎計画地はふれあいセン
ター周辺を強く支持する。商工
関係者が職員の購買力に期待を
している部分は大きい。中心街
に市役所を移転する案は非常に
大きい意味がある。 

22 9  ふれあいセンター周辺に賛成
する。職員も商店街で買物した
り、飲食したりするなど、歩行
者がいることで賑わいのある街
になるよう期待する。 

23 9  交通アクセスや商業、医療施
設などが集積するふれあいセン
ター周辺とする選択は、ふれあ
いセンターとの一体整備も含め
て、妥当だと思う。ただ、現在
も稼働率の高い中央公園を潰す
ことになる上、周囲の土地が狭
すぎる感は否めない。土地利用
の「余白」が少なすぎる印象が
残る。 
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24 9  新庁舎をつくるにあたり、ふ
れあいセンターも新庁舎と考え

て一緒に改築することを希望す
る。使いやすい面と使いにくい
面があるので、総合的に見直し
をお願いしたい。防災の面でも
活用できる。壊してほしくはな
い。 

 新庁舎をふれあいセンターと
複合利用することなどを検討し

ていきます。 
 併せて、ふれあいセンターも
利用しやすくなるよう検討して
いきます。 

25 9  新庁舎とふれあいセンターを
一緒に考えて、市民に開かれた
庁舎としては、ふれあいセンタ
ーをどうにか改造して活用し、
情報管理機能的な部分はバスセ

ンターあとにつくればいいので
はないか。議会などは誰でも見
られるように、むしろふれあい
センターのアトリウムですれば
いいのではないか。今の議会は
身を乗り出さないと、誰が真剣
に向き合っているか、顔が見え
ずわからない。 

26 9  子育てのまちを謳いながら、
子どもが遊ぶ場をなくすという
ことは理解に苦しむ。 

 利用者が多い中央公園は市民
にとって憩いの場であり、必要
な施設だと考えています。公園

は、現有地も含め、計画地周辺
に確保するよう検討していきま
す。 

27 9  中央公園に建設するというこ
とだが、結構子どもたちは活用
していて、公園がなくなるのは
残念である。中央公園を残す方
法でふれあいセンター周辺を活
用できないか。 

28 9  自然災害が多い時代、耐震性
のある新庁舎建設に賛成する。
中央公園付近が候補地としてあ
げられている理由もよくわかっ
た。しかしながら、中央公園

は、子供達にとってとても大切
な場所である。新庁舎が病院や
銀行に近いと便利かもしれない
が、子育て世代にとっては、年
に数回行くかどうかの場所よ
り、毎日のように通う公園の方
が大事である。総合的に考え
て、この場所でないといけない
のであれば、公園も近くに建設
していただきたい。もし移設す
るのであれば、元気こころ館横

など街中の便利な場所に移して
いただきたい。 
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29 9  中央公園を潰して、庁舎建設
後、新たに他の場所に公園を整

備するのであれば、現時点では
顕れていないコストが発生す
る。 

（前ページから続く） 

30 9  中央公園の場所につくるとい
うことだが、公園を別の場所に
造り直すなんて、無駄の上塗り
ではないか。 

31 9  十分な広さの駐場場を確保す
るには、現在の候補地は狭小だ
と思う。ふれあいセンターの隣
になることから、イベントなど

が重なれば現在の計画では駐車
場は足りないと思う。だからと
いって立体駐車場をつくろうも
のなら、市民どころか市外の人
たちからも嘲笑の的にされるの
は明らかだし、利用者の不満は
増大するだろう。平面駐車場を
確保しようとするならば、近隣
の民有地を購入するしかなくな
り、現時点では顕在化していな
いコストが発生する。 

 市有地の有効活用の観点か
ら、市民が利用しやすい施設や
駐車場、道路等の配置を再検討
して駐車場用地の確保に努めま

す。 
 また、整備にあたっては庁舎
等の利用に支障が生じないよう
検討していきます。 

32 9  おそらく周辺の土地も買収を
進め駐車場にするのであろう
が、もしそうであれば駐車場自
体も立体駐車場にしたら90台
（来客用）とはいわず、さらに
台数は稼げるので、周辺商店街
にとっても新たな駐車場が出来
ることとなり、これは大きなメ
リットになる。また周辺土地を
使っただだっ広い駐車場より
は、立駐のほうが新庁舎までの

動線も短くなる。職員駐車場や
公用車駐車場は周辺の既存の駐
車場でも良いかと思う。 

33 9  庁舎については、予定地であ
る中央公園の面積が狭いという
批判はあるものの、伊佐市市街
地のシンボルとなるような５～
６階建ての建物とすれば、床面
積は稼げるのではないか。 

 新庁舎をふれあいセンターと
複合利用することなどにより、
なるべく必要面積が抑制できる
よう検討し、階層等を決定して
いきます。 

34 9  計画地においては、広めのエ
レベーターを設置することで障

がい者対応をきちんとすれば、
高層であること自体も大して問
題ではない。 
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Ⅲ 新庁舎の機能 

 １ 新庁舎に導入する機能とその考え方 
 (1) 公共施設として求められる基本的な機能 
  ① 市民利用機能 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

35 10  ２階建てであっても身障者や
高齢者の為にエレベーターは不
可欠である。 

 ２階建て以上の庁舎となる場
合には、エレベーターの設置は
必要であると考えています。 

36 10  一概には言えないが、平日し
か利用できない交流・情報スペ
ースは必要最低限の広さでいい
と思う。新庁舎にこのスペース

を設けるよりも、街に賑わいを
求めるため、交流スペースや情
報スペースは商店街の一角にこ
そ必要だと思う。 

 交流スペースや情報スペース
については、今後のまちづく
りの視点を十分に考慮しなが
ら検討していきます。 

37 10  新庁舎の機能として、伊佐市

の誇る「曽木の滝」をはじめと
する観光資源を紹介するコーナ
ーを設置して、新庁舎にこられ
た方が、観光地に足を運びたく
なるような仕組みもつくってほ
しい。 

 具体的な機能については、基

本計画の策定や設計段階におい
て決定していきます。 

  ② 環境共生・省エネルギー機能 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

38 10  伊佐の製材所から出る木くず
によるバイオマス発電を使った
コージェネレションシステムが
有効であると考えるが、そうい
う案は検討委員会から出たのか
出なかったのか。 

 お尋ねにある案については検
討委員会からのご提案はありま
せんでした。 
 基本計画の策定や設計にあた
っては、経済的でエネルギー効
率性の高い構造や仕様となるよ
う検討していきます。 39 10  自主電源については、豊かな

森林を生かすバイオマスも念頭
に、新庁舎にも導入できないか

考えてほしい。 

 (2) 行政機能 
  ① 市民窓口機能 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

40 10  市民窓口については、市庁舎
以外での証明書の発行、また庁
舎内にも端末を置くなどして発
行業務のスリム化をはかるべき
である。 

 住民票や各種証明書等のコン
ビニ交付、庁舎内への発行端末
設置等については、費用対効果
等の観点も含めて検討している
ところです。 
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41 10  ITの利活用が触れられていな
い。住民の窓口サービスのワン

ストップ化は理解できるが、現
在でも可能であるコンビニでの
住民票交付など、市庁舎に来な
くても公的書類を入手できるな
ど、情報技術を取り入れた住民
サービスについても、未来図を
描いてほしい。近い将来、仮に
住民サービス窓口が不要になる
時代が来るかもしれない。そう
いう視点からも新庁舎設計にあ
たってほしい。 

（前ページから続く） 

  ② 執務機能 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

42 10  無柱空間のオープンフロア
は、大断面集成材等による木材
での建設が可能である。木造で

制震・免震機能を付加した方
が、維持管理もしやすく耐震性
能も向上する。伊佐ヒノキの構
造材が望ましいが、構造材が無
理なら内装材として伊佐の材料
を活用してほしい。 

 

 木材利用については、公共建
築物等における木材の利用促進
の観点から伊佐ヒノキ、市産

材・県産材の活用も検討してい
きます。 
 また、今後の設計段階におい
て、設計条件や要求性能に応じ
た検討を行い、具体的な構造を
決定していきます。 

43 10  伊佐市は自然が豊かであり、
その中で育まれた伊佐ヒノキを
中心とした林業を、もっとＰＲ
する必要がある。来庁者に木の
良さを改めて感じてもらうこと
や、「地域の木材資源の有効活
用」により林業の活性化を一層
図るため、新庁舎の執務室等の
「木質内装化」に積極的に取り
組んでいただきたい。 

  ③ 情報管理機能 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

44 11  大口庁舎の長時間の停電によ
り市のホームページも閲覧でき
なかったことから、サーバーが
自前であることがわかった。外
部サーバーを利用して、いざと
いう時の情報発信だけはできる
ようにしておくべきである。停
電になったときに停電になった
ことさえ市民に伝えることがで

きないのは市としては機能不全
である。 

 電算システムは、電源や配線
など安全面や管理面からも適切
な仕様を確保するとともに、非
常時の業務継続性の確保として
必要な対策を講じます。 
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 (2) 議会機能 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

45 11  市民に開かれた議会を目指す
のであれば、アクセスのしやす
さは必須であり、議場は１階に
つくるべきである。傍聴席はゆ
とりをもった空間にすべきであ
る。 

 議場の配置や議会機能につい
ては、議会からのご意見もいた
だきながら検討していきます。 

46 11  議場の多目的利用は良いと思
うが、可動型の段床という高い
設備投資をするより、段床の床
下空間を非常用の備蓄倉庫にす
るなどの工夫をしてほしい。 

 
 ２ 新庁舎の構造の検討 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

47 12  これから人口が減る方向であ
りながら、40億円もする庁舎の
必要性があるのか。確かに現庁
舎は60年程経過し老朽化してい
るが、時代に応じた庁舎をつく
るべきであり、木造の庁舎にし
たらどうだろうか。市の基盤産
業は農業と林業なので、林業を

アピールするためにも、これか
らの伊佐市を考えるとメリット
があると思う。今の建築技術で
あれば、木造庁舎も可能なので
はないか。 

 他自治体の庁舎建設事例を参
考にし、目安として総事業費を
約40億円（庁舎本体の建築費32.5
億円とその他経費（用地関連費、
外構関係・備品類・移転等に係る
経費など））と見込んでいます
が、新庁舎をふれあいセンター
と複合利用することなどによ

り、なるべく必要面積や事業費
が抑制できるよう検討していき
ます。 
 木材利用については、公共建
築物等における木材の利用促進
の観点から伊佐ヒノキ、市産
材・県産材の活用も検討してい
きます。 
 また、今後の設計段階におい
て、設計条件や要求性能に応じ
た検討を行い、具体的な構造を

決定していきます。 

48 12  伊佐は林業の町でもあるの
で、自然と調和しないコンクリ
ートより、木材や集成材、CLT
などを多用した２階建て程度の
もので十分ではないか。 
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49 12  気軽に役所に行ける、仕事が
しやすいことが大切で、ホテル

や美術館的要素は必要ない。打
ちっぱなしでけっこうだと思
う。 

 計画地をふれあいセンター周
辺としましたが、新庁舎をふれ

あいセンターと複合利用するこ
となどにより、なるべく必要面
積が抑制できるよう検討し、階
層等を決定していきます。 
 耐震安全性については、災害
時の総合的な防災・災害対策拠
点としての役割を担い、長期に
わたる復旧・復興業務への対応
が可能な庁舎とするため、構造
体「Ⅰ類」、非構造部材「Ａ
類」、建築設備「甲類」の分類

による目標を掲げ検討を進めま
す。 
 また、構造形式については、
「耐震・制震・免震」の３種類
の長所・短所を踏まえ、設計段

階における建物構造、形状やコ
スト等の比較・検討を行い、決
定します。 
 なお、建設にあたってはなる
べく必要面積や事業費の抑制に
努め、必要以上に豪華あるいは

華美な庁舎を建設する考えはあ
りません。 

50 13  建設予定地では土地が狭いこ
とから、結果として４階から５
階の高層建築物が想定され、大
規模耐震構造の免震棟として、
高価な建築物になると考えられ
る。耐震安全性については、構
造体Ⅰ類、非構造部材Ａ類、建
築設備甲類を検討するとなって

いるが、これは中央官庁や大都
市の建築基準であり、伊佐市の
場合、一般官公庁施設であり、
土地も十分あり、高層にする必
要はない。せいぜい３階程度、
20億円位で建築すれば十分だと
思う。市の財政、人口、菱刈と
の関係からも国の言うとおりに
豪華庁舎を作る必要はないと思
う。 

51 13  大都会で十分な敷地の確保が

難しいわけでもないのに、ふれ
センの近くに４階建の建物は、
狭い敷地に２棟がそびえるよう
で、耐震上もよくないと思う。 

52 13  ２～３階建にし、免震でなく
耐震ですむようにし、伊佐盆地
にふさわしい物にしていただき
たい。 
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Ⅳ 実現化方策の検討 
 １ 概算事業費及び財源等 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

53 15  新庁舎建設に係る理由につい
て、１ﾍﾟｰｼﾞ①～③に記載のと
おり、概ね理解できる。新庁舎
建設に係る必要予算の総事業費
が約40億円前後。その支出財源
として、特定公有財産取得基金
約18億円としているが、残りの
約22億円はどのようにして確保
するのか。基本構想の段階とは
いえ、その部分の記載が不十分

であり、市民の立場から考えた
場合、理解しにくい。現時点に
おける総事業費残22億円の内訳
を明確に説明願いたい。 

 総事業費を40億円（庁舎本体の
建築費32.5億円とその他経費（用
地関連費、外構関係・備品類・移
転等に係る経費など））とした場
合、特定公有財産取得基金約18
億円以外の約22億円について
は、合併推進債の活用を予定し
ています。 
 一般の市債が後年度全て市税
等の自主財源で賄わなければな

らないことに比べると、合併推
進債は元利償還金の40％が地方
交付税において算定され後年度
に措置されるので、将来の市民
負担軽減という点において有利
な財源であるといえます。 
 いずれにしても、新庁舎建設
によるメリットと費用面を十分
に比較し、精査したうえで、な
るべく費用を抑える工夫をして
いきます。 

54 15  伊佐市全体の人口減に伴い、
職員の減少も想定されるので、
負債の減少にも努めていただき
たい。 

 新庁舎建設によるメリットと
費用面を十分に比較し、精査し
たうえで、なるべく費用を抑え
る工夫をしていきます。 

55 15  8,000㎡、40億円位は破格では
ないか。現在の両庁舎の合計が
8,000㎡以下で、菱刈庁舎はあ
まり使われず、倉庫としての利
用が多いと聞く。 

 他自治体の庁舎建設事例を参
考にし、目安として総事業費を
約40億円（庁舎本体の建築費32.5
億円とその他経費（用地関連費、
外構関係・備品類・移転等に係る
経費など））と見込んでいます
が、新庁舎をふれあいセンター

と複合利用することなどによ
り、なるべく必要面積や事業費
が抑制できるよう検討していき
ます。 

56 15  数年前まで財調基金が65億円
位あった。庁舎建設の貯金18億

円に財調基金を５億円位足して
建設費に充てれば、借金もせず
にすみ、民家を立ち退かせる金
や気苦労もなく、新しいにぎわ
いの創造や菱刈地区からの賛同
も得られるのではないか。 

 
 
 
 
 

 
 
 



14 

 

57 15  新庁舎建設に伴い、例えば竣
工後の翌年度から新庁舎建設に

かかった費用の一部を各種税金
に上乗せする等の方法で市民に
財政的負担を強いることは絶対
にないとの理解でよいか。予算
確保の事情等によっては「市民
に財政的負担をしてもらうこと
もあり得る」と市が想定してい
る場合、合意形成をどのように
図るのか説明願いたい。 

市民の皆様に対し、新庁舎建設
にかかった費用を税に上乗せす

ることなどによる財政的負担を
求めることはありません。 

 
 ３ 事業スケジュール 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

58 17  候補地周辺の住民が、自宅や
店舗が立ち退きになるのかなら
ないのかを非常に気にしてい
る。５カ年計画であり、早い段

階でそのような話は市として出
来るものではないだろうが、周
辺住民は色々なことを気にして
いる様子なので、言える範囲で
の情報開示は積極的に行ってほ
しい。 

 事業実施にあたっては、スケ
ジュールに沿った適切な情報開
示、対応を行っていきます。 

 
Ａ 構想案全体・構想案に付随した要望に関するもの 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

59 - (1) 現大口庁舎東側残す 
(2)      西側解体 
(3) 大口庁舎車庫解体 
(4) 車庫地に木造で議事堂その
他 
(1)(2)(3)(4)外 庁舎の位置 
市中心地市山川伊佐農林 
       花北家畜市場 

 新庁舎建設の考え方は構想案
のとおりです。計画地はふれあ
いセンター周辺とし、議場も計
画地に配置したいと考えていま
す。 

60 -  ｢本城幼稚園は除く｣とのこと
だが、市庁舎に幼稚園を併設
し、職員や近隣の児童を受け入
れて、｢伊佐の幼児教育・地域
教育の模範｣となるような幼稚
園運営をしていただき、幼い頃
からの地域教育によって、将来
的には大口高校に通う生徒数を
維持してほしい。 

 大口高校だけではなく、他の
市内の高校に通う生徒数の維持
も重要な課題ですが、今回の新
庁舎建設伴う新庁舎への幼稚園
の新設又は移設を行う予定はあ
りません。 
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Ｂ 新庁舎建設の検討経過に関するもの 
 (1) 検討プロセスについて 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

61 -  基本構想のすべてにおいて、
庁舎建設単体だけの平面的な考
えであり、庁舎建設を基軸に、
今後人口が減少しつつある伊佐
市をどうプロデュースしていく
かの目線での議論、ビジョンが
欠けていることが残念である。
新庁舎建設構想の前にリストラ
クチャ策定が先であったと思
う。基本構想には今後の伊佐市

をどう作っていくのかのビジョ
ンも盛り込んでいただきたい。 

 市のビジョンについては総合
振興計画に、公共施設の維持管
理等の方針については、公共施
設等総合管理計画に定めていま
す。人口が減少しつつあるな
か、少子高齢化や過疎化の進行
に伴って公共施設の再編は不可
欠であるため、財政状況や施設
の状態を考慮しつつ、段階的に
実施していきます。構想案は新

庁舎建設に関することについて
の基本的な方針をまとめたもの
ですが、総合振興計画や公共施
設等総合管理計画などと一体と
なった新庁舎建設を進めていき
ます。 

 (2) 市民意見の集約について 

NO. 頁 ご意見（要旨） 市の考え方 

62 -  市の未来を考える場面、素案
をつくる段階で、なぜ高校生は
じめ今後伊佐で生活する20代、

30代の声を取り入れようとしな
いのか。パブリックコメントを
求めるだけではそういう世代の
声をくみ取ることはできない。 

 基本構想策定後、基本計画や
基本設計、実施設計を具体的に
策定していくにあたり、ワーク

ショップなどにおいて、市民の
皆様からご意見を伺う機会を設
けていきたいと考えているとこ
ろです。 
 新庁舎の規模についても、今
後の検討を経て決定していくこ
とから、しかるべき時点におい
て、市民の皆さまからご意見を
伺う機会を設けたいと考えてい
ます。 

63 -  新庁舎の規模がイメージでき
ないため、ある程度のミニチュ
アの立体模型を提示したうえ
で、改めて、パブコメを公募し
てほしい。 
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64 - 若い世代も加えた新庁舎WSの開
催を。新庁舎建設にかかる費用

は、すべて、いまの子どもたち
を含む若い世代への借金とな
る。新庁舎は、職員が働く場所
であると同時に、市民が憩う場
でもある。少子化が進む中、地
域のストアーが次々と閉店する
時代。新庁舎は「用が無くても
行きたくなる場所」である必要
があると思う。フリーWi-fiが
飛び、学校帰りの子どもたちが
遊んだり、学んだりできるスペ

ースは不可欠だし、そこに、高
齢者も「まちの先生」として寄
り添う。例えば、閉庁日でも、
一般の市民が出入りできるスペ
ース。カフェスペースがあっ

て、農産物や加工品、手芸品な
どを持ち寄って、自由に販売で
きる貸し出しブースも設けるな
ど、若い世代の意見、「こんな
場所があったらいいなぁ」とい
う声を聞く場を作ってほしい。 

（前ページから続く） 

65 -  若手職員がワクワク働ける場
を創造する。新庁舎といえば、
多額の税金を投入することか
ら、最低限の予算で作ろうとい
う思考が働くのも無理はないと
思う。ただ、今後、有能な職員

を確保し続けていくには、若い
世代のマインドを引きつける魅
力ある庁舎も必須だと思う。食
事ができたり、お茶休憩できた
りするフリースペースは、一般

市民も使える。できれば民間の
若手も一緒に、若い職員でグル
ープワークを重ね、ワクワクす
る新庁舎プランを練り上げてほ
しい。 

66 -  南日本新聞に垂水の庁舎建設
に関する記事の掲載があった。
あちらはもっと市民の意見を求
めている感じである。 
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67 -  古くなった大口庁舎の建て替
えに賛成であることを表明す

る。しかし、このパブリックコ
メント方式は、多くの市民の声
を聞くには相応しくないと思
う。 

（前ページから続く） 

68 -  今回、意見提出ができること
を人づてに知ったが、ふれあい
センターの閲覧場所にもしばら
く気づかなかった。多くの意見
を求めるべき内容なので、もう
少し目立たせるなど工夫をして
いただきたい。 

 パブリックコメント手続の実
施方法については、工夫を重ね
ながら改善を図っていきたいと
考えています。 

69 -  パブリックコメントの期間に
ついて。年末年始の閉庁期間、
土日、祝日を入れると24日。時
間も限られている。さらにその
前後も年末年始は各々に気忙し
く、なぜこんな時期にと疑問に
思う。本当に市民の意見を幅広
く取り入れようとする意欲が感
じられない。一応「市民の意見
を聞く期間を設けた」というア
リバイ作りではないか。 

 必要な手続を経ていく過程に
おいてのパブリックコメント手
続実施期間となったところで
す。市民の皆様それぞれにおい
てお忙しい時期は異なるとは思
いますが、年末年始という時期
を考慮し、通常よりも長い期間
を設定させていただいたところ
です。 

70 -  パブリックコメント資料の検
討委員会が出した答申について
は、「御意見はお受けしており
ません」とバッサリ切り捨てる
ように書いてあった。私には大
変重要と思える「付帯意見」が
構想案には無い。 

 伊佐市新庁舎建設検討委員会
答申は、委員会のご判断による
ご意見であるため、市としては
答申に対する市民の皆様からの
ご意見をお受けする立場にはあ
りません。 
 なお、庁舎建設にあたって
は、答申にある付帯意見に沿う
べく、菱刈地区における行政サ
ービスの著しい低下を招かない
よう、菱刈庁舎などの既存施設

の活用も検討していきます。 

71 -  論議の過程すべてを公開して
ほしい。今後、建設計画が進む
につれ、数多くの検討委員会や
ワークショップが開催されてい
くと思う。コンクリート建造物
の耐用年数が次々と寿命を迎
え、今後、多くの自治体、多く
の公共施設が再編や統廃合、新
築などの局面を迎える。今回の
新庁舎建設は、他自治体にとっ

ても、有意義な情報になる可能
性がある。ぜひ、論議のすべて
を公開してほしい。 

 基本構想策定後は、建設に向
けて様々な事項を具体的に検討
していくこととなります。お考
えのとおり、検討の過程につい
ては、可能な限り公表していき
たいと考えているところです。 
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Ｃ 新庁舎建設以外に関するもの 

NO. 頁 ご意見（項目） 

72 -  小学校の老朽化について 

73 -  小学校の再編計画について 

74 -  特別支援学校の誘致について 

75 -  重留地区の開発について 

76 -  公共施設の利用計画について 

77 -  企業及び専門学校などの誘致について 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

【問合わせ先】             
伊佐市財政課財産管理活用係      
〒895-2511 伊佐市大口里1888番地    
電 話：0995-23-1311（内線1146）  
F a x ：0995-22-5344        

E-mail：kanzai@city.isa.lg.jp    


